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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人

電気設備学会（IEIEJ）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準原案を添えて日本産業規格

を改正すべきとの申出があり，日本産業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本産業規格

である。これによって，JIS C 8462-22:2016 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 

JIS C 8462 規格群（家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備の電気アクセサリ用のボックス及びエ

ンクロージャ）は，次に示す部で構成する。 

JIS C 8462-1 第 1 部：一般要求事項 

JIS C 8462-21 第 21 部：懸架手段を備えたボックス及びエンクロージャに対する個別要求事項 

JIS C 8462-22 第 22 部：接続用ボックス及びエンクロージャに対する個別要求事項 
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日本産業規格          JIS 
 C 8462-22：2025 
 

家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備の 
電気アクセサリ用のボックス及びエンクロージャ－ 

第 22 部：接続用ボックス及び 
エンクロージャに対する個別要求事項 

Boxes and enclosures for electrical accessories  
for household and similar fixed electrical installations- 

Part 22: Particular requirements for connecting boxes and enclosures 
 

序文 

この規格は，2003 年に第 1 版として発行された IEC 60670-22 及び 2015 年に発行された Amendment 1 を

基とし，技術的内容を変更して作成した日本産業規格である。ただし，追補（amendment）については，編

集し，一体とした。 

この規格は，JIS C 8462-1:2021 と併読する規格である。 

なお，この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は，対応国際規格を変更している事項である。

技術的差異の一覧表にその説明を付けて，附属書 JA に示す。 

この規格の箇条などの番号は，JIS C 8462-1:2021 と対応している。JIS C 8462-1:2021 に対する変更は，

次の表現を用いた。 

－ “追加”は，JIS C 8462-1:2021 の該当する箇所の要求事項に，この規格の規定を追加することを意味

する。 

－ “置換”は，JIS C 8462-1:2021 の該当する箇所の要求事項に，この規格の規定を置換することを意味

する。 

JIS C 8462-1:2021 に追加する細分箇条番号は，JIS C 8462-1:2021 の箇条番号の後に“101”からの番号を

付け，図番号及び表番号は，“101”からの連続番号を付ける。追加する附属書番号は，AA，BB などと記

載する。 

1 適用範囲 

この規格の適用範囲は，次によるほか，JIS C 8462-1:2021 の箇条 1 による。 

JIS C 8462-1:2021 の箇条 1 の“ボックス及びエンクロージャは，”で始まる段落の後に，次を追加する。 

追加 


